
南相馬市災害時における相互支援に関する条例（案）に係るパブリックコメント手続きにおいて提出された意見と市の考え方

募集期間 平成2５年２月１日（金）から平成２５年２月１４日（木）まで

意見提出者 １人

提出意見等 ３件

分類① 分類② 項目 意見 市の考え方

その他 その他
資料３の最後部同様の条例制定を予定している自治体が４自治体記述されていますが、取手市は含まれな
いのですか？

本条例は、市民の生命、身体及び財産を保護し、被災した市
区町村に対する支援を迅速かつ円滑に実施できる体制の整
備をするため、災害時における市区町村間の相互支援に関
する基本的事項を定めるものです。制定にあたっては、平成
２３年３月１１日の発災以来、本市を支援してきた「自治体ス
クラム支援会議」参加自治体である東京都杉並区、北海道名
寄市、群馬県東吾妻町、新潟県小千谷市の４つの自治体と
同時に条例を制定するものです。
なお、取手市については、平成１９年７月２３日に災害時相互
支援協定を締結しております。

その他

上記１の自治体は、如何様にして決められたのですか？何故、こんな質問をしたかといいますと、今回大震
災で他の自治体でとても多くの支援をしていただいた自治体にもこの際お願いしてはいかがでしょうか。たと
えば１つとして長野県飯田市など。今回のように放射性物質が風向によって飛散した地域、津波災害での海
岸線、東北ではまだまだ心配が薄いですが関西での中国からの黄砂や粉塵、近年増えてきた竜巻など災害
別に、地域の支援要請が変わることが考えられます。遠くはなれた北海道が記述されていますので安心で
すが、極端にいいますと沖縄や九州地方も必要ではないでしょうか。

本市を含むスクラム支援会議の参加自治体である東京都杉
並区、北海道名寄市、群馬県東吾妻町、新潟県小千谷市の
５つの自治体間で同時に条例を制定することについて確認し
たものです。
これら同時に条例を制定する４自治体以外については、今般
の条例制定の意義や内容について、情報提供を行い、自治
体間の相互支援の促進を進めて参りますが、最終的に本市
と同様の条例を制定するかどうかについては、各自治体の判
断によるものと考えます。
同時に被災する可能性の低い遠隔地との支援協定締結につ
いては、相手先自治体との合意形成を整えたうえで進めて参
ります。

　提出いただいた意見等の内容及びそれに対する市の考え方は下表のとおりです。
　今回寄せられましたご意見等については、条例に反映されたもののほかは、参考とさせていただきます。
　ご協力ありがとうございました。

◆意見の内容と市の考え方
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分類① 分類② 項目 意見 市の考え方

その他
同封しましたインターネット資料にありますように、「小千谷市側もわが市と同じ」「防災上、横塾は重要路線」
「延岡市がいわき市や由利本荘市と」「南相馬市と北塩原」このような情報はどうなっているのかなと思いま
して記述しました。

東日本大震災のような被災した自治体のみでは対応が困難
な大規模災害に対しては、これまでの国や都道府県を通じた
縦の「垂直的支援」のみならず自治体間の横の「水平的支
援」の仕組みが有効に機能することが明らかとなったことか
ら、自治体間による横の「水平的支援」の仕組みを整備し、今
後の大規模災害への備えを強化する必要があるためです。
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